
第８次静岡県保健医療計画の中間見直し

（医療局医療政策課）

１ 医療計画の中間見直しについて

都道府県は医療法の規定に基づき、医療計画の計画期間の中間である３年ごとに、調査、

分析及び評価等を行い、必要があると認めるときは、医療計画を変更する。

２ 第８次静岡県保健医療計画（現行計画）の概要

３ 第８次静岡県保健医療計画中間見直し協議スケジュール

・在宅医療は、長寿社会保健福祉計画と整合性を保つため、令和２年度中に見直しを実施済

・在宅医療以外の項目については、令和３年度中に見直しを実施

・圏域別計画の中間見直しについては、新型コロナウイルス感染拡大への保健所の対応状況を踏

まえ、昨年度策定済みの「在宅医療」を除く項目の実施を見送る。なお、圏域別計画で中間見直

しを行わない項目については、本体計画の中で必要に応じて言及することとする。

計 画 期 間

2018 年度（平成 30年度）から 2023 年度までの６年間（３年経過後に見直し）

※中間見直しは 2020 年度（令和２年度）に実施予定であったが、新型コロナウイ

ルス感染症対策を優先するため、2021 年度（令和３年度）に期限を延長

２次保健医療圏 入院医療の提供体制を確保するための一体の区域（県下８医療圏）

医療連携体制

の 構 築

６疾病（がん、脳卒中、急性心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病、肝炎、精神疾患）

５事業（救急医療、災害時における医療、へき地の医療、周産期医療、

小児医療（小児救急医療を含む。））

在宅医療（訪問診療の促進、訪問看護の充実、歯科訪問診療の促進、

かかりつけ薬局の促進、介護サービスの充実）

圏 域 別 計 画
医療資源や住民の健康状態等は圏域ごとに実状が異なることから、地域の

状況に応じて、６疾病５事業及び在宅医療に関する圏域別の計画を策定。

そ の 他
団塊の世代が後期高齢者となる 2025 年に向けた取組、

医療機関の機能分担と相互連携、地域包括ケアシステムの構築 ほか

区分

医療計画中間見直し 備考

骨子案

素案（一部）
素案

パブリック

コメント

関係団体法

定意見聴取

（１月）

最終案 計
画
策
定
（
３
月
末
）

（各疾病・事業等）

各種専門協議会等に

おいて検討

医療対策

協議会

第１回

（7/26）

第２回

（11/24）

第３回

（3/11）

医療審議会
第１回

（8/25）

第２回

（12/22）

第３回

（3/22）
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４ 中間見直しの主な視点（疾病事業等）

①疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制構築に係る指針等(厚生労働省地域医療計画課長通知)

を踏まえた見直し

・５疾病５事業及び在宅医療の必要となる医療機能と指標

循環器病対策基本法を踏まえた脳卒中及び心筋梗塞等の心血管疾患に関する医療体制の見直し

小児の訪問診療を実施している診療所・病院数、成育過程を踏まえた医療提供体制の検討

※２次保健医療圏の設定、基準病床数は見直しを行わない。

②感染症対策

・国においては次期計画（2024 年度～2029 年度）から｢事業｣に追加することとしている。

・本県においては、新型コロナウイルス感染症対策の経験を踏まえ、新型コロナウイルス感染

症以外の新興・再興感染症が発生することを見据えて、必要な医療提供体制について、検討

する。

③関連する他計画との整合

・令和３年度に実施される静岡県総合計画の見直しに併せて、数値目標を総合計画の指標と連動さ

せている項目等を見直す。

・現行計画策定後に策定した分野別計画との整合を図る。

④本県の現状を踏まえた見直し

・保健医療計画の数値目標に対する進捗状況を踏まえ、改善傾向が見られない項目については、そ

の要因を分析した上、取組内容等を見直し、計画に反映する。

・計画策定時から状況変化しているものについて、時点更新する。

76


